
コンサルティング基礎講座

１．はじめに

1991年の借地借家法制定により「定期借地権」が
誕生したので、今年で定期借地権が創設されてから
30年となります（なお、借地借家法が施行されたの
は1992年です。）。定期借地権が誕生した当初は、バ
ブル経済の余韻があり地価も高止まりするなかで、定
期借地権を利用すると土地の購入の必要がないため、
結果的に割安に分譲住宅を供給することができること
から、主として一戸建て分譲住宅の供給手法として定
期借地権は注目されていました。もっとも、その後は
さまざまな場面で「利用権」であることによる使い勝
手の良さの理解が広く進んできたため、定期借地権は
土地の有効活用を検討する際の主たるメニューの一つ
として定着しています。

ところで、定期借地権が誕生したころは、この分野
に係る文献や解説本も多く出版されていましたが、最
近では関連する文献もあまり見かけなくなりましたし、
また当時からの定期借地権に係る経緯を知る専門家も
かなり少なくなってきています。そこで、定期借地権
の創設当初からこの問題にかかわっている一人として、
定期借地権に係る知見を改めて整理するとともに、不
動産活用の専門家である公認不動産コンサルティング
マスターの皆様に情報を共有化していただくことを目
的として、この連載を始めさせていただきます。

２．「借地権」とは

定期借地権は、借地借家法で規定されている借地権
の一類型です。そのため、定期借地権について理解す
るうえでは、借地権の基本についても理解することが

不可欠となりますので、今回と次回で借地権について
の基本的な事項について説明をさせていただき、第３
回以降から定期借地権についての具体的な説明に入ら
せていただきます。

さて、「借地」とは文字通り解釈すると「土地を借
りる権利」ですから、たとえば「駐車場」や「資材置
き場」などで土地を借りることも広い意味では借地の
概念に含まれます。ところで、借地借家法においては
第１条で、借地借家法上で規定する借地権とは、建物
所有目的の地上権及び賃借権であるとし、借地借家法
では、借地権の存続期間や効力に係る定めをおくとと
もに、借地条件の変更等についての裁判における手続
き等について定めると規定しています。

すなわち、借地借家法で規定する借地権とは、建物
所有目的の地上権及び土地の賃借権であり、前述のよ
うに駐車場や資材置き場として土地を借りる権利は、
借地借家法でいうところの借地権ではありません（借
地借家法第１条）。一方で、建物所有目的の地上権及
び賃借権については、「存続期間」、「効力」、「契約の
更新や効力」等について民法の地上権及び賃借権に加
えて特別の定めが置かれていることになります。

ちなみに、借地借家法第１条は下記のような条項と
なっています。
借地借家法第１条
　この法律は、建物の所有を目的とする地上権及
び土地の賃借権の存続期間、効力並びに建物の賃
貸借の契約の更新、効力等に関し特別な定めをす
るとともに、借地条件の変更等の裁判手続きに関
し必要な事項を定めるものとする。
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